
［異常時通報連絡の公表文（様式２）］

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策の
報告について（平成１３年５月分）

 
13．７．10
環境政策課

(内線2443)
 
１ 四国電⼒㈱から、伊⽅発電所で平成１３年５⽉に発⽣した５件の設備の異常に係る原因と対策の報告があり

ましたので、お知らせします。
 
［報告書の概要］

県の
公表
区分

 
異常事項

 

発 ⽣
年⽉⽇

 

推定原因等
 

 

対     策
 

 
Ｂ
 
 
 
 
 
 
 
 

 

格納容器内で補機冷却⽔
漏れ
（３号機）

 

13. 5. 3

 

仮設ホース接続器具（カプラ）の接続
が確実に実施されておらず、接続状態
の確認も不⼗分であったため、⽔張り
時の⽔圧でカプラが外れ、補機冷却⽔
（放射能を含まない系統⽔）が約１．
２ｍ３格納容器内に漏れたが、すべて
格納容器サンプ等に回収された。

・カプラ接続時の具体的な確
 認⽅法、⽔抜き・⽔張り作
 業前にカプラ接続状態を再
 確認することを周知すると
 ともに、作業要領書に具体
 的に追記済。
・作業床等の設置により作業
 性を改善する。

 

Ｂ
 
 
 
 
 
 
 

 

中性⼦束分布検出器の挿
⼊不良
（１号機）

 

13. 5.21

 

炉内核計装案内管内に炭酸アンモニウ
ム結晶が⽣成したため、案内管１本に
検出器の挿⼊不良が発⽣した。残りの
案内管の測定により必要なデータ採取
は完了済。

 

・約400時間真空引きを⾏い、
 当該案内管に正常挿⼊を確 認済。
・前回発⽣時の対策として、
 定期検査後の早い時期の真
 空引きを実施することとし
 ていたが、今後は毎回(毎
 ⽉)の測定前に、真空引き
 を実施する。

Ａ※

 

１次冷却⽔サンプリング
系統⼿動弁からの漏えい
（３号機）

 

13. 5.23

 

弁分解点検時に、ガスケットのシール
性能が低下したもので、その要因とし
ては、フランジ上部を先⾏して締め付
けたことによる⽚締めが考えられる。
また、漏えい量は、最⼤２．５cc、
放射能量は5,000ベクレルと推定さ
れるが、全て拭き取り回収された。

・ガスケットをシール性に優
 れたグラフォイル製に取替
 え、復旧済。
・同型弁のフランジ締め付け
 時には、⾯間⼨法の測定、
 記録を実施するよう作業要
 領書に明記済。
・⾼温･⾼圧系統について、
 個別検討のうえ、グラフォ
 イル製への移⾏を推進。

Ｃ

 

タービン動主給⽔ポンプ
排気弁の閉⽌不良
（３号機）

 

13. 5.24

 

排気弁の開閉を制御するリミットスイ
ッチの設定不良のため、運転に伴い弁
シート⾯に隙間が⽣じ、主給⽔ポンプ
排気弁の閉⽌不良となった。

・リミットスイッチを調整
 し、復旧済。
・定期検査毎に、全閉時の弁
 シート⾯に隙間がないこと
 を確認するよう作業要領書
 に明記済。



Ｃ

 

湿分分離加熱器加熱蒸気
配管からの漏えい
（３号機）

 

13. 5.29

 

過去の定期検査でのガスケット取替時
に、フランジ⾯間⼨法が計算値より広
い状態から締付を開始したため、ガス
ケット圧縮量が不⾜し、運転に伴い漏
えいした。

 

・ガスケットをシール性に優
 れたグラフォイル製に取替
 え、復旧済。
・ガスケット圧縮前に、フラ
 ンジ⾯間⼨法を確認するよ
 う作業要領書に明記済。
・⾼温･⾼圧系統について、
 個別検討のうえ、グラフォ
 イル製への移⾏を推進。

※国への法律⼜は通達に基づく報告対象事象の有無の確認に時間を要したため、Ａ区分として 公表したが、その後報告対象にならな
いことを確認した。

 
２ 県としては、伊⽅発電所に職員を派遣し、四国電⼒の対策が確実に実施されていることを確認しています。

原運発 第２８１３号
平成13年７⽉６⽇

 
 
   愛 媛 県 知 事
    加 ⼾ 守 ⾏ 殿
 
 
 

四国電⼒株式会社
取締役社⻑ ⼤ ⻄  淳

 
 
       伊⽅発電所第３号機定期検査作業中における⽔漏れ他４件
       にかかる報告書の提出について
 
 
    平成13年５⽉３⽇に発⽣しました伊⽅発電所第３号機定期検査作業中に
   おける⽔漏れ他４件につきまして、その後の調査結果がまとまりましたの
   で、安全協定第１１条第２項に基づき別添のとおり報告いたします。
 
    今後とも伊⽅発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご
   指導賜りますようお願い申しあげます。
 
                                 以 上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



伊⽅発電所第３号機
 

⼀次冷却材の予備サンプリングライン元弁
    からの漏えいについて
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１３年 ７⽉
 

四国電⼒株式会社

１．件 名
   伊⽅発電所第３号機 ⼀次冷却材の予備サンプリングライン元弁からの漏えい   
  について
 
２．事象発⽣の⽇時
   平成１３年５⽉２３⽇ １６時００分頃（発⾒）
 
３．事象発⽣の設備
   試料採取設備     
 
４．事象発⽣前の運転状況
   第５回定期検査中
 
５．事象発⽣の状況

伊⽅発電所第３号機は、第５回定期検査において⼀次冷却材系統の漏えい検査を
実



施していたところ、平成１３年５⽉２３⽇１６時頃、⼀次冷却材の予備サンプリング
ラ
イン元弁のフランジ部から⼀次冷却材がにじみ（１滴／１２分程度）出ているのを、
保
修員が発⾒した。    

このため、⼀次冷却材系統の漏えい検査を中⽌し、漏えい⽔を紙ウェスで拭きと
る
とともに、⼀次冷却材系統圧⼒を検査圧⼒１５．６９ＭＰａから０．４ＭＰａまで降
圧
した。翌２４⽇に当該弁の分解点検を⾏い、各部品の健全性および⼨法測定を実施し
た
が、異常は認められなかった。念のため、ガスケットを⽯綿製から、よりシール特性
に
優れたグラフォイル製に取り替え復旧し、翌２５⽇の⼀次冷却材系統の漏えい検査時
に
異常のないことを確認した。 

漏えい量は、最⼤に⾒積っても２．５ｃｃ程度であり、放射能量は５×１０3Ｂｑ
と
推定された。

なお、本事象での周辺環境への放射能の影響はなかった。 （添付資料－１〜
３）
 

６．事象発⽣の時系列
  ５⽉２３⽇  ８時５５分   ⼀次冷却材系統の漏えい検査のため、２．７５ＭＰ
ａ
                 から昇圧開始
        １２時０５分   ⼀次冷却材系統圧⼒１５．６９ＭＰａ整定
        １６時００分頃  漏えいを発⾒

１７時３３分   当該弁の点検のため、⼀次冷却材系統の降圧開始
        １８時３０分頃  漏えい停⽌を確認
        １８時４５分   ⼀次冷却材系統圧⼒２．７５ＭＰａ整定
        ２３時５０分      〃     ０．４ＭＰａ整定
  ５⽉２４⽇  ８時３５分   当該弁の分解点検開始
        １７時１０分   当該弁の復旧完了
        １８時１５分   ⼀次冷却材系統圧⼒２．７５ＭＰａ整定
  ５⽉２５⽇  ９時５５分   ⼀次冷却材系統の漏えい検査のため、２．７５ＭＰ
ａ
                 から昇圧開始                 
        １３時０４分   ⼀次冷却材系統圧⼒１５．６９ＭＰａ整定
        １３時４０分   当該弁に異常のないことを確認
７．調査結果
   ⼀次冷却材の予備サンプリングライン元弁から漏えいした原因について以下の調
査
  を⾏った。     
 
 (1) ガスケットの調査
   ａ．外観⽬視点検
     当該ガスケットの⽬視点検の結果、異常は認められなかった。
     また、ガスケットの取付け位置についても異常は認められなかった。
 



   ｂ．材質
     検査成績書を確認した結果、材質に異常は認められなかった。
                               （添付資料－４）
   ｃ．⼨法
     検査成績書および取り出したガスケットの⼨法を確認した結果、異常は認めら
れ
    なかった。                       （添付資料－４）
 
  (2) フランジ部の調査

ａ．フランジシート⾯
     弁箱側シート⾯、弁蓋側シート⾯およびベローズホルダーシート⾯の⽬視点
検、
    浸透探傷試験ならびに平坦度調査の結果、異常は認められなかった。
     また、各シート⾯の異物の付着も認められなかった。
 
   ｂ．嵌合い部⼨法
     弁箱側および弁蓋側のガスケット嵌合い部の⼨法測定の結果、異常は認められ
な
    かった。
     また、ベローズホルダー嵌合い部の⼲渉およびノックピンとベローズホルダー
の
    ⼲渉を確認した結果、異常は認められなかった。      （添付資料－４）
                               
  (3) 弁製作
    弁検査成績書を確認した結果、異常は認められなかった。
 
  (4) ベローズ製作他
    ベローズ検査成績書の確認およびベローズ漏えい試験の結果、異常は認められな
か
   った。
 
  (5) 事象発⽣時の配管圧⼒、温度の調査                    
   ａ．配管内圧                             
     ⼀次冷却材系統の漏えい検査の状況を調査した結果、圧⼒は当該弁の最⾼使⽤
圧
    ⼒を下まわっており問題はなかった。           （添付資料－４）       
   ｂ．配管温度                             
     ⼀次冷却材系統の漏えい検査の状況を調査した結果、温度は当該弁の最⾼使⽤
温
    度を下まわっており問題はなかった。            （添付資料－４）

 
 
 
 
 

(6) 保守状況の調査
ａ．弁蓋締付状況

今回の定検における組⽴時の記録を確認した結果、締付トルク値は計画値どお
り



で、当該ガスケットを規定圧縮量まで圧縮するには⼗分なトルク値であった。た
だ
し、フランジの⾯間⼨法については正式に記録することとしていなかったので、
⽚
締めが⽣じていた可能性については完全には否定できない。
 なお、当該弁は横向きに設置されているため、弁箱のフランジのボルトナット
を
均等に締め付けるべきところ、フランジの上部をわずかに先⾏して締め付けた場
合
には、下部においては必要なガスケットの圧縮量が得られず⽚締めが⽣じた可能
性
がある。                         （添付資料－４）
 

ｂ．ガスケット取替状況
     当該弁は今回の定検中に点検（１０定検毎）の際、当該ガスケットを取り替え
て
    ており、また、当該ガスケットの検査成績書により、ガスケットの製作は平成１
３
    年２⽉で、製作後⻑期保存されたものではないことを確認した。

 
８．推定原因                   

 当該弁を分解点検した際、何らかの原因でガスケットのシール性能が低下し、漏
え
いが発⽣したものと推定される。
 ガスケットのシール性能低下の要因として、当該弁が横向きに設置されているた
め、
弁箱のフランジのボルトナットを均等に締め付けるべきところ、フランジの上部を
わ
ずかに先⾏して締め付けた場合には、下部においては必要なガスケットの圧縮量が
得
られず⽚締めが⽣じた可能性があることが考えられる。

 
９．対 策

(1) 当該弁のガスケットを取り替えた。
 念のためガスケットの材質を⽯綿製から、よりシール特性に優れたグラフォイル
製
に取り替えた。
 なお、今後は⼀次冷却材系統、主蒸気系統、主給⽔系統等の圧⼒・温度の⾼い系
統
について、個別に検討したうえで、分解点検に合わせてグラフォイル製ガスケット
へ
の移⾏を進めていく。
 

(2) 当該弁と同型弁のフランジの締め付けにあたっては、⾯間⼨法を測定しながら均等
に締め付けていき、また、締め付け前後の⾯間⼨法をチェックシートに記録すること
で
⽚締めを防⽌することとし、その旨作業要領書に明記した。

 
  

 



以上
     


